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 インフルエンザの流行により、９月末から１０月第１週にかけて第一波が、運動会後に第二波が来て、学級 

閉鎖となるクラスが多く出ました。現在流行しているのはインフルエンザ A型です。インフルエンザの流行は

A 型から始まって B 型が流行することが多いので、「一度かかったから大丈夫」ということはありません。   

また、東京都では「咽頭結膜熱（いんとうけつまくねつ：別名プール熱」が低年齢の子を中心に非常に流行し

ています。この病気の原因となるウイルスはアルコールが効きにくい性質があるので、石けんによる手洗いが

重要になります。引き続き、睡眠・手洗い・咳エチケット等の感染予防対策をお願いします。 

 ★インフルエンザなどの感染症にかかった場合、登校再開時に「登校届」の提出をお願いします。 

視力再検査を行います（１１月中） 

 春に視力検査を行っていますが、以下の人を対象として学校で視力検査を行います。 

   

   

 上記対象者以外でも視力検査を希望する人には検査を実施します。視力検査を希望する人は、連絡帳で「視

力検査希望」とお知らせください。裏面「子供の近視予防についての資料（文部科学省）」もお読みください。 

色覚検査を行います（４年生希望者） 

 清瀬市では小学４年生と中学１年生の希望者を対象に色覚検査を実施しています。色の見え方にはもとも

と個人差がありますが、色の見分けがつきにくい特性があるかどうかの簡易スクリーニング検査を行います。

4年生には後日改めてお知らせを配布します。１２月中に実施し、全員に結果を通知します。 

 １～３年生のお子さんで、早めの検査を希望する場合には学校でのスクリーニング検査を実施いたします。

連絡帳でお知らせください。 

むし歯の治療がすすんできています 

 歯科検診でむし歯が見つかった人のうち、受診が終わった人が約半数まできました。むし歯は自然治癒しな

い病気なので、早く治療を開始しましょう。 

・春の視力検査で「視力検査結果のお知らせ」を配られた人で、まだ受診をしていない人 

・春の視力検査で、左右どちらかの視力が B（０．７可）だった人 



 


